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【研究の目的】 
 1960 年代にラベリング理論が台頭し、1970 年代にはラディカルクリミノロジーが出現した後を受け
て、1980 年代の犯罪学は理論の転換期をむかえている。このような転換の時代にあっては、現代の理論
の最新の動向を紹介することに加えて、更にその理論研究の基礎を形成する探求が必要とされている。
そこで当研究会は、この犯罪学の基礎研究の出発点として、アメリカ犯罪学上重要と思われる専門用語
を選び出し、それらについての解説を試みたい。 
 
【研究活動及び成果】 
総括 

研究会を 2 回開催するとともに、そこでの発表をもととした学術雑誌への投稿が行われた。 
同研究会において、将来における『犯罪学事典』発刊にむけた検討も行われた。 

口頭発表 
（１）2021 年 7 月 犯罪学研究会 
町田花里奈「中国の汚職の調査における「技術調査措置」について―通信傍受法に関する中日比較」 
鈴木あい“Patterns and Predictors of Crime and Fear of Crime in Japan” 
（２）2021 年 12 月 第 20 回中央大学犯罪学研究会、第 1 回中央大学刑事法研究会 
吉田 緑（中央大学大学院法学研究科博士前期課程）「犯罪学的視座から考察する「薬物報道」の役割

－芸能人の覚醒剤報道を中心にー」 
鐘 娥月「日常活動理論と国際薬物犯罪について」 
町田 花里奈「中国の汚職の政務処分―中華人民共和国政務処分法と日本の公務員法の比較」 
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